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成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て

健
康
い
き
い
き
メ
モ

　
高
齢
者
の
金
銭
管
理
に
関
す
る
相

談
や
今
後
の
金
銭
管
理
を
し
て
く
れ

る
親
族
が
い
な
い
た
め
困
っ
て
い
る

と
い
う
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
今
回
紹
介
す
る
の
が
成
年
後
見
制

度
で
す
。
成
年
後
見
制
度
に
は
大
き

く
分
け
て「
法
定
後
見
制
度
」と「
任

意
後
見
制
度
」
の
２
つ
の
制
度
が
あ

り
ま
す
。

　
「
法
定
後
見
制
度
」
は
本
人
の
判

断
能
力
が
不
十
分
に
な
っ
た
あ
と
家

庭
裁
判
所
に
選
任
さ
れ
た
成
年
後
見

人
が
本
人
を
支
援
す
る
制
度
で
す
。

成
年
後
見
人
は
定
期
的
に
訪
問
や
状

況
を
確
認
し
、
財
産
管
理
や
施
設
入

所
な
ど
の
契
約
手
続
き
、
不
要
な
契

約
の
取
り
消
し
な
ど
の
支
援
を
し
ま

す
。

　
「
任
意
後
見
制
度
」
は
本
人
の
判

断
能
力
が
あ
る
う
ち
に
、
あ
ら
か
じ

め
誰
（
後
見
人
）
に
何
を
（
契
約
の

内
容
）
を
頼
む
か
を
自
分
で
決
め
て

契
約
を
結
び
、
将
来
に
備
え
る
制
度

で
す
。

　
手
続
き
を
支
援
し
て
い
ま
す
の
で

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

 

権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
℡
89
・
６
０
０
０

各
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
本
庁　
　
　
　
℡
74
・
７
１
５
６

　
北　
　
　
　
　
℡
74
・
７
７
３
０

　
南　
　
　
　
　
℡
74
・
６
７
０
０

　
二
ツ
井　
　
　
℡
73
・
６
６
６
２

問

認
知
症
家
族
介
護
の

　
　
　
　
　
　
交
流
会

　
認
知
症
へ
の
不
安
や
介
護
の
悩
み

を
誰
か
に
相
談
し
た
い
、
話
を
聞
い

て
も
ら
い
た
い
。
こ
の
症
状
っ
て
も

し
か
し
て
認
知
症
か
も
し
れ
な
い
な

ど
の
思
い
が
あ
る
方
の
た
め
に
家
族

交
流
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

 

11
月
14
日
㈫
午
後
１
時
～
３
時

　

 

や
さ
し
い
風
「
健
康
館
」

　

 

長
寿
い
き
が
い
課

　
　
　
℡
89
・
５
３
５
５

心
の
傾
聴
ボ
ラ
ン

　
　
テ
ィ
ア
養
成
講
座

　
悩
み
が
あ
る
人
の
「
身
近
な
話
し

相
手
」
と
し
て
温
か
く
寄
り
添
う　
　
　

傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
し
ま
す
。

　
　

  

①
11
月
22
日
㈬
、
自
殺
の
現
状
や
予

防
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

②
11
月
30
日
㈭
、
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
役
割
と
取
り
組
み
に
つ
い
て
、

自
殺
予
防
活
動
の
現
場
か
ら

③
12
月
４
日
㈪
、
う
つ
病
へ
の
理
解

と
そ
の
対
応
に
つ
い
て 

 

④
12
月
13
日
㈬
、
あ
な
た
の
周
り
で

困
っ
て
い
る
人
は
誰
で
し
ょ
う
「
演

習 

聞
き
方
の
コ
ツ
と
伝
え
方
の
コ

ツ
」

⑤
12
月
20
日
㈬
私
た
ち
に
で
き
る
こ

と
を
考
え
よ
う
、
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
紹
介
と
交
流
会

日場問日
内

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分
（
⑤
は

午
後
４
時
ま
で
）

　

 

本
庁
舎
会
議
室
９
・
10

　
　

  

市
内
在
住
で
自
殺
予
防
や
心

の
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
心
が
あ

り
、
全
５
回
の
う
ち
４
回
以
上
受
講

で
き
る
方
（
過
去
の
修
了
生
は
不

可
）
先
着
25
人

　

 

11
月
10
日
㈮
ま
で

　
 

健
康
づ
く
り
課

　
　
　
℡
58
・
２
８
３
８

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー

　
　
　
　
　
養
成
講
座

　
認
知
症
の
症
状
や
認
知
症
の
人
へ

の
接
し
方
、
家
族
の
支
援
方
法
な
ど

を
学
び
ま
す
。
受
講
者
に
は
、
認
知

症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
証
と
な
る
オ
レ
ン

ジ
カ
ー
ド
と
オ
レ
ン
ジ
バ
ッ
ジ
を
お

渡
し
し
ま
す
。

　

 

11
月
15
日
㈬
午
後
１
時
30
分
～

３
時

　

 

本
庁
舎
会
議
室
１

　

 

先
着
10
人

　

 

長
寿
い
き
が
い
課℡

89
・
５
３
５
５

ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

　
障
が
い
の
あ
る
方
が
ピ
ア
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
と
な
り
、
自
身
の
経
験
に
基

づ
い
た
話
や
思
い
を
互
い
に
伝
え
合

う
場
で
す
。
11
月
は
「
視
覚
障
害
」

「
身
体
障
害
」
の
ピ
ア
カ
ウ
ン
セ

場対
定

申問日場定問

ラ
ー
が
対
応
し
ま
す
。

　

 

11
月
11
日
㈯
午
後
１
時
30
分
～

３
時

　
　

  

と
ら
い
あ
ん
ぐ
る

℡
89
・
６
３
３
３

FAX
89
・
６
３
３
５

こ
こ
ろ
の
相
談
会

　
臨
床
心
理
士
が
悩
み
事
や
不
安
な

気
持
ち
を
お
聞
き
し
ま
す
。

　

 

11
月
20
日
㈪
午
後
３
時
～
４
時

　

 

中
央
公
民
館

　

 

先
着
１
人

　

 

電
話
で

　

 

健
康
づ
く
り
課 

℡
58
・
２
８
３
８

日場
問

日場定申問

午後の乳がん検診
　乳がん検診を午後に受診できます。
●JCHO秋田病院（℡52-3127）／毎週金曜日
　 希望日の１週間前までに電話で
●保健センター（℡58-2838）／第３水曜日
　 希望日の２週間前までに電話で

申

申

200

すべての法律行為
を代行します。

裁判所が定めた重
要な契約や財産管
理の代理・判断の
確認をします。（本
人の同意が必要）

本人の判断能力が不十分に
なってから、あらかじめ契約
しておいた内容で支援します。

裁判所が定めた特
定の契約や財産管
理の判断の手助け
をします。（本人
の同意が必要）

法定後見制度

任意後見制度

現在は判断能力が
十分な方

ほとんど自分で
判断できない方

判断能力が著しく
不十分な方

判断能力が
不十分な方

後見人 保佐人 補助人

任意後見人

200

200


